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�●職業

�　（例：会社員，専業主婦，パート等）

�●各種モニター経験の有無

�●家族構成（同居家族）

�　　　／続柄，年齢，職業

�　（例：夫40会社員　子9小学生）

�●最寄りのバス停名

�　（○○線□□バス停）

�●自宅から上記バス停までの

�　所要時間（例：徒歩△△分）

�●応募理由（150～ 200字程度）

　公正取引室では、公正取引委員会の消費者行政に一般消費者の意見を反映させるため、また、公正取

引委員会の仕事に消費者の立場から協力していただくため、平成17年度の消費者モニターを募集してい

ます。

　消費者モニターになられた方には、年２回の研修会への出席、公正取引委員会が行う調査への協力、

独占禁止法や景品表示法に違反すると思われる情報の公正取引委員会への提供、公正取引委員会が行う

消費者行政に関する意見や要望の提出などの仕事をしていただきますが、これらの仕事

を行っていただく際に、専門的な知識や特別な資格は一切必要ありません。一般の

消費者の方であれば、どなたでも御協力いただける内容の仕事です。公正取引委

員会が行う業務や消費者行政に関心のある方は、どうぞお気軽に御応募ください。

　なお，平成17年度の募集要領は下記のとおりです。

●応募資格

●募集人員

●任　　期

●謝　　礼

●交�通�費�

●応募方法

●応募締切

●問い合せ先

●電　　話

●選考結果

沖縄県内に居住する20歳以上の消

費者

全国で900名（予定）

平成17年4月から平成18年3月まで

の１年間

6千円（上限）

当方が負担します(研修会)

官製はがきにて（右例参照）�

平成17年2月11日（金）

（締切日当日消印有効）

沖縄総合事務局総務部公正取引室

098-863-2243

「消費者モニター」になっていただ

く方には、平成17年４月上旬ころ

に通知いたします。採用されなか

った方には連絡いたしません。あ

らかじめ御了承くだい。�
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応募先 　〒900-8530　�那覇市前島2－21－ 13　　沖縄総合事務局総務部公正取引室

世界最大級の国際会議　2005年 4 月沖縄にて開催

米州開発銀行（IDB）/

米州投資公社（IIC）沖縄総会

詳しくは、こちらのホームページをご覧ください

「第46回米州開発銀行（IDB）年次総会�沖縄開催実行委員会」

http://www.idb-okinawa2005.jp

「第46回米州開発銀行（IDB）年次総会�沖縄開催実行委員会」

http://www.idb-okinawa2005.jp

開催期間：平成17年4月10日～12日
会場：沖縄コンベンションセンター�


